
■充電設備を設置する土地が借地の場合（土地の利用に関する許諾書等）

借地に充電設備を設置する場合は、土地の利用に関する許諾および充電設備の保有義務期間（5年）以上において設置することの許諾を土地所有者から得ることが必要です。

土地の利用に関する許諾を証する書類をアップロードし、提出してください。

【許諾書の例】
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【確認事項】下記の①～⑥が確認できる必要があります。
①賃借人

・賃借人名の記載（申請者名またはリース使用者と同一）

②賃貸人

・賃貸人（土地所有者）名の記載

③設置場所住所

・申請で入力した設置場所住所であることの記載

④許諾

・充電設備設置を許諾していることの記載

⑤期間

・充電設備の設置完了から保有義務期間（5年間）以上

許諾していることが確認できる期間の記載

⑥作成日

・作成日の記載（交付申請前に許諾を得ていることが必要）

○○株式会社　殿

2022年○○月○○日

土地所有者

特約事項

充電設備設置に関する許諾書

氏名　　　　　　　　　　　　○○　○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　○○県○○市○-○-○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物件所在地　　　　　　　　　○○県○○○市○-○-○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

使 用 目 的　　　　　　　　　充電設備設置のため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私所有の上記土地に、充電設備を設置すること
を許諾いたします。

なお、その期間は設置後5年間以上といたしま
す。

①

②

③

④

⑥

⑤

20○○年○○月○○

◆許諾書の提出について

書式の指定はありませんが、必要事項の記載漏れなどの不備を防ぐため、

以下のフォームの利用を推奨します。

ダウンロード

https://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden_pdf/R7ho/R7h_juden_tenpu_koufu_kyodaku.xlsx


■土地の許諾書（転貸借の場合）

・借地に充電設備を設置する場合は、交付申請時までに土地所有者の許諾を得ていることが必須となります。

・土地の契約関係が以下のようになっている場合の許諾書について、申請者©は土地の所有者Ⓐから許諾書をもらう必要があります。

  ただ、契約関係にない申請者©が土地所有者Ⓐから許諾書をもらえない場合には、以下のように許諾書を得る必要があります。

＜通常＞ ＜ケース１＞ ＜ケース２＞

ⒶがⒸに対して充電設備を ⒶとⒷとの土地の賃貸借契約書に ⒶとⒷとの土地の賃貸借契約書に

５年間許諾することを証する書類を提出 設置後５年以上の契約期間が確認できる場合 設置後５年以上の契約期間が確認できない場合

■ⒶとⒷとの賃貸借契約書 ■ⒶからⒷ宛ての許諾書

■ⒷからⒸ宛ての許諾書 ■ⒷからⒸ宛ての許諾書
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